
○大田市土砂災害特別警戒区域内住宅補強支援事業補助金交付要綱 

平成３１年３月１８日 

告示第２３号 

改正 令和４年３月３１日告示第８３号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、大田市土砂災害特別警戒区域内住宅補強支援事

業費補助金の交付について、大田市補助金等交付規則（平成１７年

大田市規則第４５号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるも

のとする。 

（目的） 

第２条 土砂災害が発生するおそれがある土地の区域に居住する住宅

所有者に対して、住宅補強支援事業を実施することにより、安全な

住宅の建設を促進し、土砂災害から市民の生命及び身体を保護し、

土砂災害防止対策の推進を図ることを目的とする。 

（補助の内容及び補助率等） 

第３条 この補助金は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対

策の推進に関する法律（平成１２年法律第５７号）第９条第１項に

規定する土砂災害特別警戒区域内における居住の用に供する住宅

（一戸建て住宅、長屋、共同住宅及び店舗等の用を兼ねるものを含

む。）所有者（以下「補助事業者」という。）が行う住宅補強（建

築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２０条に基づく建築基準

法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第８０条の３に規定された

構造方法に基づく外壁等の施工をいう。）の実施に要する費用の一

部を対象とし、交付対象経費及び補助率等は別表に定めるところに

より、予算の範囲内で交付するものとする。 

（交付申請） 



第４条 補助事業者は、補助金の交付を受ける場合には、大田市土砂

災害特別警戒区域内住宅補強支援事業費補助金交付申請書（様式第

１号）を市長に提出しなければならない。 

（交付の決定） 

第５条 市長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る

書類を審査し、その内容が適当と認められる場合は、補助金の交付

を決定し、補助事業者に大田市土砂災害特別警戒区域内住宅補強支

援事業費補助金交付決定通知書（様式第２号）により通知するもの

とする。 

（事業内容の変更等） 

第６条 補助事業者は、補助金の交付決定後において、事業の内容を

変更し、又は事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、大

田市土砂災害特別警戒区域内住宅補強支援事業費補助金変更等承認

申請書（様式第３号）を速やかに市長に提出し、その承認を受けな

ければならない。 

２ 市長は、前項の承認をしたときは、大田市土砂災害特別警戒区域

内住宅補強支援事業費補助金交付変更等決定通知書（様式第４号）

により、補助事業者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第７条 補助事業者は事業が完了したときは、当該事業の全てが完了

した日から起算して１０日以内に大田市土砂災害特別警戒区域内住

宅補強支援事業費実績報告書（様式第５号）を市長に提出しなけれ

ばならない。 

（補助金の額の確定） 

第８条 市長は、前条の実績報告書の内容を審査し、その報告に係る

事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合している



と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大田市土砂災害

特別警戒区域内住宅補強支援事業費補助金確定通知書（様式第６号）

により補助事業者に通知するものとする。 

（補助金の請求及び交付） 

第９条 補助事業者は、前条の補助金の額の確定通知を受けたときは、

大田市土砂災害特別警戒区域内住宅補強支援事業費補助金請求書

（様式第７号）により市長に対して補助金を請求するものとする。 

２ 市長は、前項の請求を受けたときは、その内容を審査し、適正で

あると認めたときは当該補助事業者に補助金を交付するものとする。 

（補助金等の経理） 

第１０条 補助事業者は、市の補助金等について経理を明らかにする

帳簿及び当該事業の関係書類を整理し、事業完了後５年間保存しな

ければならない、 

（指導監督） 

第１１条 市長は、事業の円滑な進捗を図るため、補助事業者に対し

て必要な指示を行い、報告書の提出を求めることができる。 

（その他） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。  

附 則 

１ この告示は、平成３１年４月１日から施行する。 

２ この告示は、令和７年３月３１日限り、その効力を失う。  

附 則（令和４年告示第８３号） 

この告示は、令和４年４月１日から施行する。ただし、附則第２項

の改正規定は、令和４年３月３１日から施行する。 

別表（第３条関係） 

補助対象経費 住宅補強に要する設計費及び工事費と既存建物の解体



費とする。 

（設計費には確認申請費用を含む。） 

補助率等 補助対象経費の２３％以内とする。 

ただし補助金は、設計費１００千円、工事費１，１０

０千円、解体費５００千円を上限とする。 

（地域住宅交付金をはじめとする国庫補助金を財源と

する場合は、当該国庫補助金を除いた額とする。） 



 

 

 

 



様式第１号（第４条関係） 

  年  月  日 

大田市長          様 

                     申請者 住所   

                         氏名         

 

大田市土砂災害特別警戒区域内住宅補強支援事業費補助金交付申請書 

 

 大田市土砂災害特別警戒区域内住宅補強支援事業費補助金の交付を受けたいの

で、大田市土砂災害特別警戒区域内住宅補強支援事業費補助金交付要綱第４条の

規定により、関係書類を添えて下記のとおり申請します。  

 

記 

 

１ 補助事業の名称 

 

２ 補助事業の完了予定期日      年  月  日 

 

３ 交付申請額                 円 

 

４ 交付申請額算出内訳    別添１ 

 

５ 添付書類 

（１） 図 面（土砂災害特別警戒区域告示図書の区域図で位置を示したもの、平

面図、 

横断図、構造図等（住宅補強の内容が判別できるもの）） 

（２） 契約書又は見積書（内訳明細書含む）の写し  

（３） 住宅補強に要する経費の算出根拠（見積書）  

（４） 特別警戒区域外へ移転が出来ない理由  

（５） 市税等の滞納のない証明書 

 



 



 



 



 



 



 



 

 


